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SACO 見舞金不支給事件上告審判決

事実の概要

　平成 20 年 1 月、Ａは合衆国海兵隊に所属する
兵 2名（以下「本件米兵ら」という）による強盗傷
害事件の被害に遭い、その後、がんにより死亡し
た。Ａの相続人であるＸらは、本件米兵らに対し
て損害賠償請求訴訟を提起し、平成 30 年 7 月、
損害金元金 1737 万円余ならびにこれに対する上
記事件の日から口頭弁論終結の日までの確定遅延
損害金 905 万円余およびその翌日から支払済み
までの遅延損害金の支払を本件米兵らに命ずる判
決を得た（同月確定。しかし、本件米兵らからの賠
償はなされていない）。
　Ｘらは、その後、上記事件に係る損害賠償請求
を完全に満たす最終的解決として慰謝料を受け取
ることに同意し、本件米兵らや合衆国政府を免責
する旨を記載した示談書を提出して、合衆国から、
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安
全保障条約第 6条に基づく施設及び区域並びに
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
（以下「日米地位協定」という）18 条 6 項に基づく
慰謝料（以下「米国見舞金」という）として 146 万
円余の支払を受けたうえで、沖縄防衛局長に対
し、SACO 見舞金として、上記の損害金元金およ
び確定遅延損害金の合計額 2642 万円余からＸら
に支払われた米国見舞金を差し引いた 2496 万円
余の支給を求める旨の申請書を提出した。沖縄防
衛局長は、上記確定遅延損害金は支給対象ではな
いとして、上記損害金元金とＸらに支払われた米
国見舞金との差額（以下「本件差額」という）であ
る 1591 万円余を支給する旨をＸらに回答すると
ともに、今後いかなる申立てもしないことを約

束する旨（以下「本件約束」という）が記載された
SACO 見舞金受諾書を提出するよう求めたが、Ｘ
らは、上記確定遅延損害金を含め SACO 見舞金を
支給すべきであるとしてこれを提出しなかった。
　令和元年 8月 14 日、Ｘらは、Ｙ（国）に対して、
SACO 見舞金の支給決定が処分であることを前提
に、行政事件訴訟法 37 条および 37 条の 3 第 1
項に基づき、沖縄防衛局長が上記決定をしないこ
とが違法であることの確認と上記申請額と同額の
SACO 見舞金を支給する旨の決定をすることの義
務付けを求めて出訴した（第1事件）。またＸらは、
SACO 見舞金受諾書の未提出を理由に沖縄防衛局
長が本件差額について SACO 見舞金の支払手続を
とらなかったことは、国家賠償法 1条 1 項の適
用上違法であるなどと主張して、同項に基づき、
本件差額に相当する額の損害賠償を請求した（第
2事件）１）。
　第一審（那覇地判令 4・7・14 判時 2579 号 42 頁）、
控訴審（福岡高那覇支判令5・9・14賃社1851号46頁）
ともに、不作為の違法確認および義務付けに係る
請求については却下、損害賠償請求については棄
却した。Ｘらが上告受理申立て（上告受理申立て
理由のうち、第 1事件に係るものは排除された（民
事訴訟法 318 条 3項））。

判決の要旨

　上告棄却。
　「ＸらとＹとの間において、SACO 見舞金を支
給する旨の合意は成立していないというのである
から、Ｘらは SACO 見舞金の支給を受ける権利を
有するものということはできない。また、他に、
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SACO 見舞金の支給に関し、Ｘらの権利又は法律
上保護される利益が侵害されたというべき事情も
見当たらない。」「したがって、Ｙは、沖縄防衛局
長がＸらに対し SACO 見舞金の支払手続をとらな
かったことにつき、国家賠償法 1条 1 項に基づ
く損害賠償責任を負わない。」
　なお、三浦守裁判官の意見がある。

判例の解説

　一　SACO 見舞金制度の仕組み
　アメリカ合衆国軍隊の構成員・被用者が日本国
内で働いた不法行為については、それが公務上の
行為であるか公務外の行為であるかによって救済
方法が異なる。前者の場合、日米地位協定 18 条
5項と同項を具体化するいわゆる民事特別法に基
づき、日本国が賠償金を支払い、その賠償額を所
定の割合に従って日米両政府が分担して負担す
る。これに対して、後者の場合、加害者が賠償責
任を負うほか、日米地位協定 18 条 6項に基づき、
合衆国から慰謝料（米国見舞金）が支払われるこ
ととなる２）。しかし、日米両政府間で公務上の行
為であるか公務外の行為であるか等について協議
が難航し、結果的に被害者に補償金が支払われな
い蓋然性があることから、昭和 39 年の閣議決定
および合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対
する賠償金の支給等に関する省令（以下「本件省令」
という）に基づき、民事特別法その他の法令また
は日米地位協定 18 条 6 項の規定により救済され
ない「直接の被害」について日本国が見舞金を支
給する制度が整備されている。
　上記の見舞金支給制度は、当初ほとんど機能し
ていなかったという３）。しかし、平成 7年に日米
両政府が設置した SACO（Special Action Committee 
on Okinawa、沖縄に関する特別行動委員会）の最終
報告で、米国見舞金の額が裁判所の確定判決によ
る額に満たない場合、日本国政府は必要に応じて
その差額を支払う努力をするとの改善措置が提示
されたことから、平成 8年の閣議決定で「最終報
告に盛り込まれた措置を的確かつ迅速に実施する
ため、法制面及び経費面を含め、政府全体として
十分かつ適切な措置を講ずる」との方針が示され
た。これを受け、「米国政府による支払が裁判所
の確定判決等による額に満たない場合の取扱いに
ついて」（平成 30 年 6 月 21 日付け防地補第 10027

号防衛省地方協力局長通知、以下「局長通知」という）
において、①米国見舞金の支払を受けている、②
加害者を被告とした損害賠償請求訴訟における確
定判決を得ている４）、③米国見舞金の額が裁判所
の確定判決による額に満たないという要件を満た
した者に、昭和 39 年の閣議決定に基づく見舞金
として、米国見舞金の額と裁判所の確定判決によ
る額の差額を上限とする SACO 見舞金を支給でき
ることとされている。しかし、遅延損害金は支給
対象から除外されている。防衛省はその理由につ
いて、訴訟提起に付随して確定される遅延損害金
は「直接の被害」とは認められないなどと説明し
ている５）。

　二　SACO 見舞金の支給の法的性質
　上告審では排除されたが、下級審においては
SACO 見舞金の支給決定に処分性が認められるか
否かが争われた。処分性の有無を検討するうえで
は、（その先例性について議論があるところではある
が６）、）やはり最判昭 39・10・29（民集 18 巻 8 号
1809 頁）が提示した「行政庁の処分とは、……
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為の
うち、その行為によって、直接国民の権利義務を
形成しまたはその範囲を確定することが法律上認
められているものをいう」（下線筆者）との定式
が出発点となろう。この定式を前提とする限り、
SACO 見舞金の支給決定を処分と解するのは難し
い。というのも、SACO 見舞金制度は、昭和 39
年の閣議決定を根拠に、本件省令の定める概括的
な手続の下、局長通知および「地位協定第 18 条
第 6 項に関する事案で、被害者が損害賠償訴訟
を提起し、裁判所の確定判決による額が米国政府
による補償額を上回る事例が生じた場合の見舞金
の支給について」（平成 20 年 3月 5日付け防衛省地
方協力局補償課長事務連絡、以下「平成 20 年課長事
務連絡」という）に従って運用されており、どこ
にも法律の根拠を見出し得ないからである７）。原
審も、「SACO 見舞金については、法律の根拠規
定に基づく制度の仕組み上、地方防衛局長の支給
又は不支給の決定に処分性を与えたものとは認
められない」と判示している。近時の判例は法律
に基づかない国・公共団体の行為についても柔軟
な解釈から処分性を認める傾向にあるが８）、例え
ば、その典型例とされる最判平 15・9・4（判時
1841 号 89 頁）は、通達（労災就学等援護費支給要綱）
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に基づく労災就学援護費の支給決定について、下
位の一連の規定から根拠法である労働者災害補償
保険法に逆算して制度の仕組みをとらえることで
処分性を肯定しているのであって９）、法律の根拠
そのものを不要としているわけではない。回帰す
べき根拠法が存在しない SACO 見舞金の支給に関
しては、処分ではなく契約によるものと考えるの
が相当である。
　もっとも、処分性が認められないとしても公法
上の当事者訴訟の途は残るはずである。「Ｘらは、
現在まで、沖縄防衛局長に対し、SACO 見舞金受
諾書を提出しておらず、ＸらとＹとの間において、
SACO 見舞金を支給する旨の合意は成立していな
い」という法廷意見の見解によるなら、給付請求
権や承諾請求権を主張することは厳しそうであ
るから、確認訴訟（確定遅延損害金相当額も含めて
SACO 見舞金を受給できる地位の確認など）の提起を
模索するのが現実的であろうか 10）。

　三　「権利又は法律上保護される利益」の有無
　１　法廷意見
　法廷意見は、「SACO 見舞金の支給を受ける権
利」その他の「権利又は法律上保護される利益」
の不存在を理由に、国家賠償責任を否定する。「権
利又は法律上保護される利益」という表現が民法
709 条の文言と同一であること、本件においては
根拠法によって保護される利益を観念できないこ
とを踏まえれば、法廷意見は、SACO 見舞金の不
支給について不法行為法上の保護法益が存在しな
いと判断したものと思われる。
　不法行為法上の保護法益に関する重要判例とし
ては、「早期の処分により水俣病にかかっている
疑いのままの不安定な地位から早期に解放された
いという期待、その期待の背後にある申請者の焦
躁、不安の気持を抱かされないという利益」につ
いて、「内心の静穏な感情を害されない利益」と
して不法行為法上の保護対象性を認めた水俣病お
待たせ賃訴訟（最判平 3・4・26 民集 45 巻 4 号 653
頁）が思い浮かぶ。本件とはまったく事案が異な
るが、同最判を素材に本判決を検討するとすれば、
本件で財産的損害のほか精神的損害についても賠
償請求がなされていた場合に保護法益性が認めら
れたかという問題設定が一応できるように思われ
る。しかし、SACO 見舞金受諾書を提出しない限
り支給手続が進まないことを認識していたＸらに

ついて、水俣病お待たせ賃訴訟の場合と同水準の
不安感・焦燥感を認めることは難しい。また、水
俣病お待たせ賃訴訟では事案の特殊性が相当強調
されており、その射程は決して広くないと考え
られる 11）。上記問いに対しては消極的に回答せ
ざるを得ないであろう。
　２　三浦裁判官の意見
　三浦意見は、次のように述べて本件における保
護法益性を肯定する。曰く、沖縄防衛局長が本件
差額の支給を決定して回答した時点において、「Ｘ
らが本件差額の支給を受けるべき利益は、客観的
かつ具体的なものというべきであり、国家賠償法
1条 1項の適用上、沖縄防衛局長は、Ｘらの上記
利益を尊重しその支給について誠実に事務を処理
すべき信義則上の義務を負い、上記利益は、法的
保護に値する」。このような三浦意見のロジック
は、契約交渉段階に入った「当事者は、相手方に
損害を被らせないようにする信義則上の義務を負
い、……その義務に違反して相手方に損害を生じ
させた場合には、その賠償をしなければならな
い」12）という契約締結上の過失責任論を参照して
いるように見受けられる。ただ、ここで導出され
た信義則上の義務は後述する職務上の注意義務違
反の有無を判断する際には登場しておらず、その
位置付けについては別途検討を要する。
　３　法廷意見と三浦意見の対比
　法廷意見が、支給額について反りが合わず合意
が成立していない以上は法律上保護される利益を
観念できないとするのに対して、三浦意見は、支
給額の一部（本件差額）について支給と受給の意
思を措定できるのであれば、その分について支給
を受けるべき利益が認められるとする。両者の対
立は、SACO 見舞金の制度趣旨をめぐる見解の相
違に起因するものと思われる。推測の域を出ない
が、おそらく法廷意見は SACO 見舞金を文字どお
りの見舞金と理解している。その支給が契約に基
づく以上、合意不成立ゆえの保護法益性の否定は
当然の帰結ともいえる。他方、SACO 見舞金の支
給を「一般的な契約締結上の問題とみることは相
当でない」とする三浦意見は、SACO 見舞金の趣
旨・目的を「被害者等の困難な事情を踏まえ遅滞
なくその救済を図る日米地位協定 18 条 6 項の目
的を実現するため、合衆国政府の支払と確定判決
等の額との差額を補填するもの」という点に求め
ている。この立場からすれば、たとえ支給額の一
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部であっても迅速な支給が図られるべきであり、
保護法益性が認められるということになるのであ
ろう。

　四　その他の論点
　１　遅延損害金の除外と本件約束の合理性
　遅延損害金が SACO 見舞金の支給対象から除外
されることについて、昭和 39 年の閣議決定や本
件省令にそのような記載はなく、局長通知および
平成 20 年課長事務連絡局長通知で規定されるに
とどまる。この点につき、三浦意見は「SACO 最
終報告及び平成 8年閣議決定の趣旨に反し、被
害者等の正当な権利の実現を損なう不合理なもの
というべきである」と述べる。SACO 見舞金制度
に法的根拠が存在しないことから、あくまで不合
理性の指摘にとどまったと思われるが、現行の制
度運用を明確に否定する重要な説示といえる。た
だ、SACO 見舞金制度の直接の根拠は昭和 39 年
の閣議決定であり、そこにいう「直接の被害」と
の関係を検討する必要がなかったのか、若干の疑
問が残るところである。
　また、三浦意見も述べるとおり、遅延損害金を
支給対象から除外することが不合理であれば、制
度趣旨に悖る額での支給に際して本件約束を付す
ことも不合理なものとなるであろう。加害者を免
責する示談書を提出して米国見舞金を受給した者
にとって SACO 見舞金はいわば最後の拠り所であ
ること、本件約束がなければＸらは SACO 見舞金
受諾書を提出して本件差額に相当する SACO 見舞
金を一先ず受給していたであろうことを踏まえれ
ば、SACO 見舞金の受給に本件約束のような交換
条件を付すことには強い抵抗感を覚える。
　２　国家賠償法上の違法性
　三浦意見は、①沖縄防衛局長の事務処理は平成
30 年局長通知等および平成 20 年課長事務連絡に
従ったものであること、② SACO 見舞金の支給内
容等を具体的に規律する法律がないこと、③その
支給に関する取扱いの適法性に関する裁判所の判
断も示されていなかったこと等の事情を考慮する
と、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしてい
なかったとはいえないとして、国家賠償法上の違
法性を否定する。上記③の指摘は、法令解釈の誤
りが問題となった事案で処分庁が立脚した見解に
相当の根拠があったかを先例や文献の有無をもと
に判断する判例（最判令 4・9・8判時 2545 号 19 頁、

最判令 5・10・26 判時 2589 号 5 頁など）と同様の
考え方によるものであろう。今後の同種事案を検
討するうえでは、少数意見ではあるものの遅延損
害金の除外と本件約束の不合理性が指摘されたこ
とで行政実務ないしは司法判断に何らかの変化が
生じうるのかが注目されるところである。

●――注
１）Ｘらは、本件行政訴訟とは別に、SACO 見舞金の支給
または不支給の決定が処分ではないことを前提とする民
事訴訟も提起している。第一審（那覇地判令 4・7・14
裁判所ウェブサイト）、控訴審（福岡高那覇支判令 5・9・
14 賃社 1851 号 52 頁）ともに請求棄却。

２）米国見舞金は、外国人不法行為請求権法（Alien Tort 
Claims Act）の一部である合衆国法典 10 巻 2734 条に基
づくものである。条文内容につき、判時 2579 号 63 頁参
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